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生涯学習課長 田 邉 純 孝

教育総務課庶務係長 三 村 真 司
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１ 開 会

２ 教育長あいさつ

３ 前会会議録の承認

髙瀬課長 （新見市教育委員会５月定例会会議録により、前会会議録の承認、議

案１件、協議・報告５件等について説明を行う。）

城井田教育長 前会会議録は承認と決し、次に教育長報告に移ります。

４ 教育長報告

城井田教育長 （前会の教育委員会以降の主な行事、会議等について報告を行う。）

それでは、 事務局報告をお願いします。

５ 事務局報告

各事務局員 （教育部長、生涯学習課長、学校教育課長、教育総務課長の順に報告

を行う。）

城井田教育長 それでは、「６ 議事」に移ります。

「議第２２号」の説明をお願いします。

６ 議 事

議第２２号 平成３０年度新見市教育行政の重点目標について

三村係長 議第２２号 平成３０年度新見市教育行政の重点目標について説明さ

せていただきます。資料につきましては、事前に各委員へ送付させてい

ただいております。内容についてですが、変更している部分を赤字で示

していますが、要点のみ説明させていただきます。２ページの体系図の

「学校教育の推進」の中で、昨年まであった「学校再編の推進」という

項目を、再編は当面ありませんので「廃校施設の活用」に変更しまし

た。７ページの中程に「就学前教育の充実」がありますが、昨年までは

教育委員会で校正した内容をこども課に確認してもらっていましたが、

今年度はこども課に作文してもらい、（２）と（３）を追加しました。

８ページの１３番を先ほどの「廃校施設の活用」としました。１１ペー

ジの②について、昨年４月に新見中央図書館がオープンしましたので、

「図書館等の整備及び子ども読書活動の推進」を追加しました。１５ペ

ージの「教育費予算の概要」は、施政方針に合わせて校正しています。

１６ページでは、教育部の管轄ではなく企画政策課の所管なのですが、

大学の地域共生推進センターの建設事業負担金として教育費に新たに大

学費を計上しています。１８ページ以降に主な事業施策を記載していま

すが、主に新規主要事業として進行管理している事業を計上していま

す。新規事業として、１９ページのデジタル教科書導入事業と２０ペー
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ジの小学校ＩＷＢ整備事業をあげています。赤字にはなっていないので

すが、２４・２５ページの児童・生徒等の数字は、５月１日現在の数字

を計上しています。以上です。

城井田教育長 ただいまの説明について委員の皆様から何かご質疑がありますか。

松井委員 いくつかあって申し訳ないのですが、読ませていただいて引っかかっ

た部分や気になったところがあるので、まとめていわせてください。１

つは、このものが昨年いただいた冊子になるのだろうと思いますが、こ

の原稿が出る前に何かポイント等について語る機会があっても良いので

はないかと思います。教育委員に任命いただいて１年になるのですが、

ここでの討議を考えると、事務局から出されたものについて承認するか

どうかということが主で、今回についてもこのような文の形で出されて

しまうと、この枠の中でしか考えられないと思います。実際には予算の

制約等で出来ないことも多いと思いますが、「こんなことが出来ない

か。」というような夢を語る機会があっても良いのではという感想を持

ちました。来年度もこういったものを作られると思うので、準備の過程

をもって欲しいと思いました。県の教育施策の概要をいただきました

が、中を見ると夏ぐらいからすこしずつ何回かに分けて協議されている

ようです。もう一点は、この内容は市民にはどういった形で伝わってい

るのですか。教育委員会で配っていただいたので手に入れましたが、県

はＰＤＦとしてウェブで入手できます。新見市も、欲しいと思われる方

は入手できる環境を整えて欲しいと思います。教育の問題は、若い方に

は随分な関心事だと思います。移住を考えている方で新見市の教育に興

味がある方にも役に立つと思いますので、公開について考えてくださ

い。もう一点、年度の点検・評価の結果はアップされてますよね。評価

の前提としての目標を、ある程度共有しておく必要があると思います。

重点的な教育施策については、こういうところを目標にしているという

ことを共有する場が必要だと思います。表現等で気になったところがい

くつかあったので、それは別途事務局にお伝えします。

小野職務代理者 新見市は予算が出来上がってしまっていて全然関与出来ないのです

が、ところによっては、予算を立てるところから関わっていると聞いた

ことがあります。

城井田教育長 皆さんこのあたりのところは、いろいろご意見があろうと思います。

今までは、全体を見直す場合にご意見を伺う機会を設けるというサイク

ルがありませんでしたので、今のご意見のような考え方を反映しようと

すると、今までの考え方を変えていかなければいけませんので、事務局

の準備の都合もあろうかと思いますが、検討していかなければならない

と思います。全体の方向性は今松井委員がいわれたような流れで動いて

います。市の創生総合戦略も同じようなＰＤＣＡサイクルの考え方で物
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事が動いています。先ずは、事務局サイドで検討させていただきたいと

思います。二点目の、ＰＤＦ化して公開することについては特に支障は

無いですよね。今までやってないんですよね。

三村係長 冊子を作るのですが、配るのも学校関係のみで一般の方の目に触れる

ことはありませんでしたので、公開を検討します。

城井田教育長 公開を検討し、次会報告してください。もう一点、最初の準備過程が

必要ではないかということと重なるのですが、点検・評価については必

ず行っていて、その時の評価項目とこの原稿との繋がりを見直す必要が

あるというお考えだと思いますが、これから具体的な手法について検討

していきたいと思います。出来ることは出来るだけ早いうちから進めて

行きたいと思っていますが、今年はこの形で作っていってますのでこれ

を基に作っていくとして、来年この新見市の教育を考える時に、委員会

で協議することが出来ますか。

髙瀬課長 具体的な項目についてご意見をいただいて、予算要求することは出来

ます。県や都市では、教育委員会の中で予算を差配できる部分が大きい

のですが、新見市では財政課がで集約し、査定していますので、ご意見

をいただいても予算化出来ない場合もあるということをご承知置きくだ

さい。

松井委員 行政上の制約や時期的な問題もあるでしょうから、それは大丈夫で

す。いいたいのは、教育委員会が事務局から出てきた案件を承認するだ

けではなく、教育についていろいろ提案できる場でないといけないので

はないかという気持ちなのです。結果として出来ないということは、沢

山あると思っています。

城井田教育長 教育部が主催する会議ではないのですが、市長を含めた会議がありま

す。総合教育会議という形ではなく、定例会の終了時間と市長の日程が

合えば、急きょ教育施策についてお話しする場を設けることも出来るの

ではないかとも思っています。いろいろな手法で、教育委員がお考えの

ことが市長部局へ伝わるという仕組みを作ることは可能だと思うので、

検討したいと思います。

松井委員 細かなことは後で事務局に伝えるといいましたが、１つだけ、確認し

ます。昨年度の「学校教育の推進」のところに、「小学校３年生から中

学校２年生までの児童生徒を対象にした本市独自の学力テストを実施す

るなど、子ども達の学力向上に取り組みます。」とあり、この本市独自

の学力テストの実施は非常に大切だと思っていたのですが、今年度の原

稿にはその記述がありません。後述の学力向上推進事業の内容を見る

と、標準学力検査に取り組むとして予算規模が小さくなっていたのです
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がどういうことでしょうか。

上田課長 内容を修正したのですが、お出しした原稿が変わっていなかったよう

です。県が小学校３・４年生の標準学力検査を実施するので、学力検査

そのものは単市で行わず結果だけをｉ－ｃｈｅｃｋと結びつけてやって

いこうということで原稿から削除しました。２０ページの学力向上推進

事業の内容を、「小学校３年生から６年生及び中学校１年生から２年生

を対象に標準学力検査に連動した総合質問紙調査を行い、結果を基に個

別相談、補充学習、生活改善指導等を図る。」に修正してください。

城井田教育長 外に委員の皆様から何かご質疑がありますか。

住本委員 会議終了後はすぐ出なければいけませんので、気になったところをま

とめてお伝えします。先ず表紙のタイトルで「ゆたかな文化のまちにい

み」について、「にいみ」の前後にダブルクオテーションマークを付け

るなどした方が良いのではないでしょうか。１ページの下から５行目の

「にいみ塩から子育成事業」と「ふるさと学習」の間に句読点が必要で

はないでしょうか。３ページの下から２行目の「幼保園と小学校との連

携」とありますが、「幼保園」とは認定こども園の俗称のことなので、

「保幼小の連携」にすべきではないでしょうか。５ページの中段の

（３）で「中学校区を基本とし、幼稚園・認定こども園…」と続いてい

ますが、このように列記する場合は、先ず「保育所」がきて文部科学省

管轄に続く方が良いと思います。また、下から２行目のＡＤＨＤの括弧

書きについて、先日の日本ＬＤ学会でも熱心に議論されましたので、

「注意欠陥」を「注意欠如」とすべきではないでしょうか。文科省では

「欠陥」となっているのですが、そういう流れがあります。６ページの

上から４行目に「適切な就学指導」とありますが、特別支援教育の場合

は「適切な就学支援」が良いのではないでしょうか。また、５（３）の

書き出しに、「保育所」を加えるべきではないでしょうか。７ページに

文書の体裁が崩れているところがあります。８ページの廃校施設の活用

について、他市では「有効活用」としているところが多いようなので、

「廃校施設の有効活用」としてはどうでしょうか。９ページの１（１）

②について、「うまくコーディネート」とありますが、「コーディネー

ト」には「うまく」という意味が含まれます。１０ページの２（２）に

は項目が１つしかないので、「①」を取るべきではないでしょうか。

城井田教育長 外に委員の皆様から何かご質疑がありますか。

各委員 （無しの声）

城井田教育長 それでは、ただ今の住本委員からのご指摘と、後ほど松井委員からい

ただくご指摘で調整し作成したものを公開するということで、議第２２
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号はまとめさせていただきます。

次に「協第６号」の説明をお願いします。

協第６号 平成３０年度戦没者追悼式の共催について

髙瀬課長 協第６号 平成３０年度戦没者追悼式の共催について説明させていた

だきますので、資料をご覧ください。市長部局から共催の依頼が来てい

ます。追悼式開催の目的は、「戦没者の追悼」と「平和を祈念」するた

めで、日時は平成３０年９月１日（土）午前１０時から、まなび広場に

いみ大ホールで開催されます。参加者は、遺族会、来賓・主催・一般参

加者です。一般参加の中に小・中学校の児童・生徒が含まれます。児童

・生徒への依頼ですが、千羽鶴を折ってもらいその奉納に協力いただく

予定だと聞いています。以上です。

城井田教育長 ただいまの説明について委員の皆様から何かご質疑がありますか。

田委員 千羽鶴を毎年折っていますが、後どうなっているのですか。

髙瀬課長 遺族会に持って帰っていただいて、しばらくの期間は保管してもらっ

ています。しばらく保管した後、処分していると聞いています。

小野職務代理者 ある校長先生から、子どもの送り迎えの方法を考えて欲しいという意

見を聞いたことがあります。保護者がずっと待っている場合や、保護者

の送迎が無理で、先生が送迎するという場合もあるようです。

髙瀬課長 今は、それぞれの学校にお任せしています。保護者が一緒に参加され

る場合もあるようです。

城井田教育長 中学校は、大体ＰＴＡの会長が出席されていて、その子どもが一緒に

参加されているようです。

上田課長 輪番で学校に割り当てられていて、小・中学校が２校なのですが、懸

念されているところもありますが、特段困られていないところもあるよ

うです。なかなか一律にこうしますといえない状況です。福祉課から

は、保護者と児童・生徒ということで依頼が来ています。

城井田教育長 学校からは、子どもと保護者、校長の三人ですよね。

髙瀬課長 それが基本で、無理のない範囲でとお願いしています。

城井田教育長 外に委員の皆様から何かご質疑がありますか。

各委員 （無しの声）
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城井田教育長 無いようですので、協第７号は承認とします。

次に「報第１４号」の報告をお願いします。

報第１４号 学事訪問の実施報告について

上田課長 報第１４号 学事訪問の実施報告について報告させていただきます。

昨日までの学事訪問について、資料を作成しています。５校訪問を実施

し、報告書と委員の皆様の発言で情報共有したいと思います。５月２３

日（水）の神郷北小学校への訪問から資料を作成していますので、ご覧

ください。

（報告書の内容について説明。）

それでは、行かれた方で付け加えというか、気になることがありまし

たら発言いただければと思います。

城井田教育長 いかがでしょうか。報告書をいくらかまとめていますが、追加でご意

見等をお願いします。あと１校、７月に入って神代小学校の訪問があり

ますので、全ての訪問が修了してから最終的なまとめになります。

上田課長 あと１校については、７月の定例会で報告する予定です。

松井委員 まとめとして書くべきかどうかわからないのですが、たまたま私は５

月２３日と２９日という接近した日に訪問し、しかも同じ教材を使って

いる２つの小学校を見させていただきました。同じ公立の小学校で、同

時期に同じ教材を使って授業をしているのですが、平等な教育の質の担

保が出来るのか、ではどうしろという案はないのですが、数字の成り立

ちの授業で一方の学校では児童の考察まで出来ている内容でした。同じ

授業で、それだけの進み方をしていて、これが６年間積み重なっていく

としたら、同質の教育を受けられたといえるのか、補償できるといえる

のかと思いました。極端な話として、今指定学校の変更は保護者からの

願い出で行っていますが、学習に困難な児童・生徒がいても学校規模か

ら特別学級、支援学級を設置することが出来ないとしたら、指定校変更

をしてもらってそういうことが出来るのかどうか、考えられるのかどう

か、してはいけないことなのかどうかは私には判断できないのですが、

学校の規模を考えながら同質の教育が補償できるような体制を考えてい

かなければならない状況があるのでないかと思いました。それは、仮に

学習障がいを持っている児童がいない場合も同じで、一方では教師と一

対一の授業で、もう一方はペア学習によって他の児童からの刺激を受け

るなど、先生がどうこういうのではなく、教育の担保をどのように補償

するのかという問題意識を持ちました。あとは、若い先生の指導力をど

のように付けていくか、そういう意味では大きい学校ではベテランの先

生の学級経営等を見させてもらえるなど、環境がうらやましいと感じま
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した。若い先生には良い勉強になると思うので、小さい学校でどのよう

に進めていくのか、校長先生や教頭先生の指導力や、リーダーシップが

必要だと思いました。指導が困難な学級の担任の先生が講師でした。力

量はお持ちだと思うのですが、教諭の責任ということを考えた時になぜ

指導が困難な学級に教諭が就かれてないのか疑問に思いました。

上田課長 先ほどの担任の件ですが、人事の関係で何度も校長と話をしました。

この学校は学級消滅の恐れがあり、消滅した場合は教諭が引き上げられ

るため、教諭ばかり張り付けられない状況があります。また、講師の張

り付けを考えた時、特別支援の視点で大変なクラスだとみる場合と、複

式だから教諭の力が必要だとみる場合があります。校長先生もとても悩

まれていて、最終的に講師を張り付けることとなりました。複式の難し

さ、保護者対応の難しさ、どこの学校も困難さを抱えていて、職員がこ

うなるだろうという想定の中で行われた校内人事だと聞いています。

城井田教育長 良い比較が出来ましたので、仰っていただいた疑問点を文書にして、

校長先生に伝えていきたいと思います。

小野職務代理者 小規模校はほんとに一対一で授業をしていて、児童も気が抜けないと

思いますし、同年代の子どもとも関われない状況があると思います。そ

れに比べ、大きい学校は１クラスの人数もそれなりにいますし学級数も

あるので、学校らしいといえばそういえるのかもしれません。授業運営

も、準備を積極的に子どもにやらせる先生もいれば、自分でやる先生も

いらっしゃいます。どちらが良いのかはわかりませんが、同じ学年でも

違いがあるようです。授業で使用する画面が、教室の場所によって見づ

らい場所があるのが気になりました。他の先生の授業運営の様子も学校

を越えていつでも見て良いという体制は随分前から出来ているようです

が、実際にはなかなか実践できていないと思います。ただ、出来ている

学校や地域もあるようですので、設定されて見学するのではなく、自由

にみれるというのはまた違うと思うので、取り組んでもらえればと思い

ます。大人数のクラスでは、他の児童の意見がいろいろ聞けると思うの

で、そういう意味では小さい学校は可哀想だと思いました。

住本委員 付け足しです。特に６年生が良かったのですが、集中した学習への取

り組みは、その土台になる積み重ねられた学級づくりの賜だと実感しま

した。ｉ－ｃｈｅｃｋで個人の状況や学級経営力が詳細にわかりますの

で、併せて早く確認できたら良いと思いました。

田委員 ６日（水）の大佐の２校については、報告書を提出していますので、

それで確認してください。

上田課長 （ 田委員から提出されたレポートを読み上げる。）
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城井田教育長 それでは今日のところは、これだけのものについて整理させていただ

いて、残った１校について次会まとめた後、最終的には校長先生方へ報

告したいと思います。

以上で、学事訪問の報告を終わりたいと思います。

次に「報第１５号」の報告をお願いします。

報第１５号 新見市青少年育成センター運営協議会委員の委嘱について

田邉課長 報第１５号 新見市青少年育成センター運営協議会委員の委嘱につい

て報告させていただきますので、資料をご覧ください。新たに委嘱をし

た委員は、色づけされた８名です。去る５月２９日（火）に協議会を開

催し委嘱状をお渡ししています。以上です。

城井田教育長 ただいまの説明について委員の皆様から何かご質疑がありますか。

各委員 （無しの声）

城井田教育長 無いようですので、次に「報第１６号」の報告をお願いします。

報第１６号 新見市青少年育成センター非常勤青少年育成委員の委嘱について

田邉課長 報第１６号 新見市青少年育成センター非常勤青少年育成委員の委嘱

について報告させていただきますので、資料をご覧ください。名簿のと

おり、各学校の保護者を育成員に委嘱しています。以上です。

城井田教育長 ただいまの説明について委員の皆様から何かご質疑がありますか。

各委員 （無しの声）

城井田教育長 無いようですので、次に「報第１７号」の報告をお願いします。

報第１７号 絵画教室の開催について

田邉課長 報第１７号 絵画教室の開催について報告させていただきますので、

資料をご覧ください。絵画教室の開催については４月定例会の事務局報

告でお伝えしましたが、詳細が決まりましたので報告します。日本画コ

ースと人物画コースは昨年と同じなのですが、今年度は小学生コースを

設けました。各コースの募集人員は日本画コースは人気があるので３０

名程度で、後はそれぞれ１５名程度です。申込み締め切りは６月２９日

（金）で、既に市報等に掲載し参加者を募集しています。以上です。

城井田教育長 ただいまの説明について委員の皆様から何かご質疑がありますか。

各委員 （無しの声）



- 9 -

城井田教育長 以上で議事は終了しました。

７ 閉 会

城井田教育長 ６月定例教育委員会をこれで閉会します。

長時間ありがとうございました。

（閉会時刻） （午後３時３０分）


